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周南市シティプロモーションロゴ使用ガイドライン

(1) ロゴマークは、必ず指定した色で使用すること。
(2) 変形、加工はしない。 
      拡大・縮小する場合は、縦横の比率を変更せずに行なうこと。
(3) 任意着色の禁止
　  定められた色以外の使用はしない。
(4) ロゴの保護エリア（周辺の余白スペース）を確保すること。
　  ロゴの独立性を高め、周りに置かれたコンテンツから誤解を受けないようにすること。

ロゴイメージ

モチーフ

カラー（色指定）

使用についてのガイドライン

煙突から出る吹き出しで、周南市からたくさんの魅力を発信している様子を表現。
「実は、こんな素敵なところが、こんな素敵なものが、こんな素敵な人が」
とたくさんの想いがわきだして広がって行くのを表しました。
真ん中は「あなたの発信」が入る場所として空けてあります。


